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１．はじめに 

 

環境問題への意識の向上から、自転車利用に関する機

運が高まる一方、歩道上での歩行者と自転車の事故が問

題視され、歩行者への配慮が求められている。さらに、

2008年6月に施行された改正道路交通法では、自転車の

車道走行の原則が改めて確認された。 

これらを踏まえ、自転車が歩道や自転車歩行者道を走

行することが多かったこれまでの現状を見直し、自転車

走行空間を歩行者と分離するニーズが高まっている。ま

た、現在、警察庁と国交省では、自転車通行環境のモデ

ル地区を指定し、戦略的に自転車走行空間の分離を進め

ており、全国でも整備事例が増えつつある。 

自転車が歩道以外を通行する場合の空間としては、自

転車道、自転車レーン、車道（混合交通）の3つの走行

空間が考えられる。モデル地区等でこれまでに歩行者と

分離した事例においては、柵や縁石等で区切られた自転

車道を整備されることが多く見受けられる。しかし、今

後、自転車走行空間の整備を進めていくためには、自転

車レーンや車道部での混合通行など、簡易で現実的な整

備手法も選択肢として考えていく必要がある。 
自転車道が多く採用されるひとつの要因としては、自

転車の車道走行の安全に対する懸念によるものと考えら

れる。他の要因として、自転車道や自転車レーンについ

ては、明確な設置要件が示されておらず、どのような場

合に、どの道路断面とすべきかといった知見もないこと

が、考えられる。とくに、自転車レーンは、道路交通法

では自転車専用通行帯として位置づけられているものの、

道路構造令ではその位置づけは示されていない。 

以上のことから、今後の自転車走行空間の分離のニー

ズに応えてゆくには、自転車道、自転車レーンの設置要

件等の基準を明確に示す必要があると考えられる。そこ

で、本研究は、自転車が車道を走行する上で、とるべき

断面構成を交通状態に応じて評価する手法と自転車と自

動車の物理分離すべき閾値について検討を行った。 

 

２．車道における空間分離の考え方 

 

自転車の歩道以外の通行を考慮した場合に、考えら

れる３つの走行空間からどの走行空間を選択すべきかに

ついては、交通の状態に基づき、車道における自転車の

安全性を評価の視点とし、自動車との分離がどの程度必

要かを判断し決定することが望ましいと考えられる。 

３つの走行空間は、構造的な違いから「物理的分

離」、「車線分離」、「非分離」と言い換えることがで

きるので、ここでは、交通状態を分離の必要度に応じた

表-1のようなイメージで整理するとして、各々の道路の

交通状態がどの分離必要度ランクに属するかで、選択す

べき空間を判断する手法を検討することとする。 

表-1  自転車の安全安心から見た車道の交通状態の分類 

分離必要度 車道における交通状態のイメージ 

③ 

バイパスや産業道路と呼ばれる道路などの重交通を担う

路線であり、実勢速度が高いなど安全性の点から、自転

車の空間を自動車から縁石・柵等で物理的に分離する必

要性が高い状態。 

② 

①と③の中間の交通状態で、混合交通状態（一つの車線

内に、自動車と自転車が混じり合って通行する状態）と

するには自転車の安全性や自動車の円滑な交通の確保の

点から無理があるが、自転車の通行空間を自転車専用通

行帯などにより別に確保すれば、物理的な分離までは必

要がないと考えられる状態。 

① 

自動車が少なく、自動車の実勢速度も低く抑制可能な道

路であり、かつ自動車ドライバーに自転車保護のマナー

が保たれる状態にあるので、混合交通状態でも特に支障

がないと考えられる状態。 

 

分離必要度①は、自動車の速度を抑制し、自動車と

自転車（時には歩行者も）譲り合って通行することで安

全を確保すべき道路であり、また、速度を抑制させても

円滑面で支障がない、渋滞等を気にしなくて良い道路、
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すなわち、主に住区内の非幹線道路等が該当する。この

ような道路では、自転車の空間を分離する必要がなく、

むしろ分離すると、自動車の速度が上昇し危険が生じる

恐れがあるので、この分離必要度の状態から選択される

べき空間は車道（混合交通）が中心となる。 

分離必要度②は、①よりも自動車の実勢速度がやや

高く、③ほど円滑性を重視する必要はないが、速度を抑

制しすぎて渋滞等が生じるのは、当該道路が果たすべき

機能に照らし適当ではない道路、すなわち主に都市内の

幹線道路等が該当する。この様な分離必要度の状態では、

自転車レーンを主体に選択すべきと考えられる。 

分離必要度③は、自動車の円滑な通行を主たる目的

として建設された道路の交通状態をイメージしており、

自動車の実勢速度が高く、かつ高くあるべきであり、自

転車と自動車の干渉を完全に排除することが望ましい道

路、すなわちバイパスや環状道路労の道路がこれに該当

する。通常、都心部は存在しない。この分離必要度の状

態から選択されるべき空間は自転車道ということになる。

但し、歩行者も自転車も少ない等の条件下であれば、歩

行者とは分離しなくてよい、つまりこれまで通り自転車

歩行車道を選択するということもあり得る。1) 

この分離必要度①と②、②と③を区分する客観的目

安があれば、現場において自転車道、自転車レーン、車

道（車線混在）の３つの空間から妥当なものを合理的に

選択することが容易になると考えられる。 
 

３．海外基準の整理 

 

（１）概説 

検討に際しては、国内には自転車の車道通行に関す

る知見も、実施例も乏しいため、まず車道走行が一般的

である海外の基準を参考とするために、収集可能であっ

た海外5カ国（オランダ2）、イギリス3)4)、フランス5)、

ドイツ6)、ニュージーランド7)8)）の基準を対象に整理を

行った。 

（２）自転車と自動車が車道で混合できる領域 

図-1に、自動車交通量と自動車走行速度を軸とし、

各国において車道内での自転車と自動車が混合できる基

準を図示した。各国において基準値以下であれば、分離

必要度①の状態であることを示している。 

この図から、各国とも自動車交通量、自動車走行速

度の2つの指標から基準を設定しており、それぞれ、交

通量2,000台／日以下かつ速度30km／h以下では、どの国

においても車道内の混合を認めていることがわかる。さ

らに、全体的に見ると、自動車交通量2,000～6,000台/

日、自動車速度30～60km/h程度が、車道内の混合可能と

車線分離が必要とする状態の境界としている国が多いこ

とがわかる。 

（３）自転車と自動車の間に物理的分離が必要な領域 

図-2に、各国において車道内で自転車と自動車の間

に物理的な分離が必要となる基準を図示した。各国にお

いて基準値以上であれば、分離必要度③の状態であるこ

図-1 海外基準における車道で混合できる領域 図-2 海外基準における車道で物理的分離が必要な領域 
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とを示している。 

この図から、多くの国で自動車走行速度を重視して

指標に基準を設定していると見受けられる。とくに、オ

ランダでは交通量とは無関係とし、イギリスでは極めて

少ない交通量（3,000台/日）を除き、自動車走行速度50

～60kmで自転車道を設置することとしており、自動車走

行速度に重きを置いた基準となっている。その他の国で

も、自動車走行速度50～60km/h程度を閾値として設定し

ていることが多い。 

 

４．交通事故データを用いた物理的分離要請基準の検討 

 

（１）概説 

海外基準を整理した結果、自動車走行速度50km/h以

上においては、自転車道（物理分離）とすべきとしてい

る国が多かった。これは、自転車と自動車が接触事故を

起こした場合の安全性を考慮した上で、設定されたもの

と考えられる。 

そこで、この考え方を我が国に適用しうるかどうか

について、自動車の実勢速度別に自転車に関わる交通事

故の死亡及び重傷者の割合（死亡重傷率）の違いを分析

することにより閾値を導き出し、検証することを考えた。 

 

（２）実勢速度の推計 

全体の作業手順を図－３に示す。自転車事故と自動車

実勢速度の関係を分析するには、まず実勢速度を得なけ

ればならない。道路交通センサスでは、全国の混雑時旅

行速度については調査されているが、一般的に、１日の

平均的な実勢速度より低い値となっていると考えられ、

そのまま用いては適切な評価ができない可能性がある。

そこで、ある時間帯の交通量を与え、同一時間帯のおお

よその実勢速度を推計できるモデルの構築を試みた。 

モデル構築に当たり、関東地整管内（80箇所）のトラ

フィックカウンター（通称トラカン）を利用し、トラカ

ンで観測された実勢速度（走行速度の85%タイル値とす

る。）を目的変数、トラカン時間交通量及びトラカンの

属する区間のH17道路交通センサス調査結果から混雑時

旅行速度、信号密度、最高(規制)速度等の速度に影響を

与えるものを説明変数とし、重回帰分析を行った。 

なお、2車線と多車線では、速度の特性が大きく異な

ることから、2車線の区間と4車線以上の区間を分け、重

回帰の結果等を参考に試行的に変数を取捨選択し、2種

類のモデルを構築した。 

モデル式及び各パラメータは図-4 の通りである。こ

れにより、道路交通センサスの1時間帯の交通量を変数

とし、各時間帯の実勢速度を求めることができる。 

 

 

（３）事故データによる物理分離要請水準の検討 

交通事故の死亡重傷率については、センサス区間別

に集計できるよう、交通事故統合データベースを用いて、

交通事故死傷者数より算出した。その際、交通事故の死

傷者数は当事者が自転車であり、単路部かつ、車道で生

じたものに絞って集計した。 

以上の流れに基づき、センサス区間毎の自動車の実

勢速度と自転車の交通事故の死亡重傷率を求め、これを

速度帯別に示したものが図-5である。なお、事故は昼間

のみを取り上げ、時間帯別に推計した実勢速度の昼間12

＜センサスデータから実勢速度Vを推計するモデル＞ 

■2車線 
V=-0.0187qt+0.331va-17.9s+0.230vmax+46.0 

 
■多車線（4車線、6車線） 

lnV=-0.211lnqt-0.133lns-0.156lnta+0.922lnl-0.566lntmax+2.21
 
qt：時間交通量、va：混雑時旅行速度、vmax：最高速度（規制速

度）、ta：混雑時旅行速度による旅行時間、tmax：最高速度（規

制速度）による旅行時間、s：信号交差点密度、l：区間延長 
※ 時間交通量は、モデル構築時はトラカンによるが、使用時 
はセンサスを用いる。 

（参考）モデルの回帰係数、検定値等 

偏回帰係数 Ｔ値 偏回帰係数 Ｔ値

切片 46 17.2 2.21 11.4

時間交通量 -0.0187 -16.5 -0.211 -21.2

混雑時速度 0.331 9.3

信号密度 -17.9 4.9 -0.133 -11.8

指定最高速度 0.23 4.5

混雑時旅行時間 -0.155 -19.3

区間延長 0.922 20.0

指定最高速度による旅行時間 -0.566 -12.7

R^2

サンプル数

変数名

0.547

745

0.514

1,128

多車線（４車線以上）２車線

 
図-4 実勢速度予測モデルおよびパラメータ推計結果 

図-3 自転車事故と自動車実勢速度の関係の検討の流れ 
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②全国のセンサス区
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（ﾄﾗｶﾝ設置箇所） 

Ｈ17 道路交通センサス

（全国：約 32,000 区間）

交通事故統合データ 

＜使用するデータ＞ ＜作業手順＞ 



時間平均値と事故の発生を対応させた。この図から、実

勢速度が高いほど、死亡重傷率も高くなる傾向が分かる。 

ここで、平均の死亡重症率を目安に、物理分離が必

要となる閾値を考える。全ての事故による死傷者に対す

る死亡及び重傷者数（平均）は、約10％であった。実勢

速度が60km/h台の際の死亡重症率は11％であり、平均値

を超えるため、50km/hを超える場合は、自転車と自動車

の接触事故が起きないよう物理分離する必要があると考

えることができる。この値は、前述の海外基準と比較し

ても、ほぼ同程度としている国も多い。 

以上の閾値の検討は、一例として示したものであり、

何を根拠に基準の設定を考えるかについては、さらなる

検討や議論が必要である。 

 

４．まとめ 

 

本研究では、自転車が歩道以外を通行するとした場

合の自転車通行空間にあり方について、自転車の安全性

の観点から分離必要度の検討を行った。結果、 

1) 海外の基準類を参考にすると、交通量2,000台／日

以下かつ自動車の速度30km／h以下では車道上で混

合交通、交通量に因らず自動車の速度50～60km/h以

上は物理分離（自転車道設置）、その中間では国に

より判断が分かれるが、車線分離（幅広路肩or自転

車レーン）が選択肢にある。 

2) 国内の自転車事故の重度と実勢速度の関係からみて

も、時速50～60kmで事故の重度が平均を上回り、自

転車と自動車の完全分離を意識すべき領域になる。 

ことが分かった。 

なお、分離必要度①と②の閾値については、今回、

海外基準を参考にする以外の検証ができていないので、

今後はこの点についても検討を行い、判断材料を充実

させる必要がある。 

また、海外基準にある自転車レーンが、我が国の道

路構造令に位置づけがなく、妥当な断面選択の選択肢

が不十分な状態となっている可能性がある。こうした

分離必要度の検討とあわせ、道路空間における自転車

レーンの適用要件についても、詰めていく必要がある

と思われる。 
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図-５ 自転車事故（重度別）と自動車実勢速度の関係 
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